
８月３日（月）の第1回団体交渉以後、非常勤職員

の無期転換（特例非常勤職員への配置換）の制度に関

して、人事課と組合の間での「覚書」の内容につき、

交渉を続けてきました。「覚書」は、本文と図（配置

換の申請手続きに関するフローチャート）から構成さ

れていましたが、交渉の結果、フローチャートを「覚

書」から切り離し、「ガイドライン」の一部として公

開することになりました。これによって、非常勤職員

の無期転換制度の仕組みがより分かりやすいものになっ

たと思います。ぜひご確認いただき、不明な点があれ

ばお気軽に組合にご相談ください。

改めて、非常勤職員の無期転換制度に関する文書を

まとめておきます。

・「国立大学法人大分大学非常勤職員の労働契約の期

間の特例に関する規程」

「国立大学法人大分大学内部規則集」

→「第１編全学」→「第4章 人事労務」 →「第１節

就業規則等」内

https://www.oita-u.ac.jp/kitei/06-ac01/ac106.pdf

規程名に「無期転換」の文字はないので注意！！

・「「資格，免許等」の解釈・適用に関するガイドラ

インの制定について（重要通知）」

「国立大学法人大分大学内部規則集」

→「手引・重要通知集」内

http://bunsyo2.ad.oita-u.ac.jp/filesv/jinji/niny

o/20191219.pdf

「ガイドライン」にも名称に「無期転換」の文字はな

いので注意！！ 今回、この「ガイドライン」にフロー

チャートがつきました。掲載場所が分かりづらいので

画像でご案内します。
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フローチャートでは、所属長が手続きの始点となっ

ていますが、石川理事および人事課とは、運用のなか

で当該非常勤職員の方とのコミュニケーションが十分

に確保される必要があることを双方確認し、部局長・

所属長に対し、制度の適正な運用について周知徹底す

るよう、重ねて要請しています。特に、無期転換の検

討開始時期については、当該非常勤職員の方の便宜を

考慮し、雇用期限最終年の更新時（雇用期限満了の１

年前）を目安とするよう、部局長・所属長には周知し

てもらうよう伝えています。また、部局長・所属長が

正当な理由なく非常勤職員からの相談に乗らないなど、

問題が発生した場合には、ガイドラインの再交渉を申

し入れる旨も通告しています。

現時点では、石川理事および人事課はこれらの運用

上生じうる問題に迅速に対応する姿勢ですが、組織的

な継続性を担保すべく、組合と人事課との間の「覚書」

を引き続き詰めていく予定です。
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